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2023年   6月    29日

東京都文京区小石川一丁目1番 1号

太 平 洋 セ メ ン ト株 式 会 社

代表取締役社長  不 死 原 正 文

株式交換に係る事前閉示書類

当社は、2023年  6月  29日 付で小野田ケミコ株式会社 (以下「ケミコ社」といいます。)と の

間で締結 した株式交換契約に基づき、2023年  9月  20日 を効力発生日として、当社を株式交換

完全親会社、ケミコ社を株式交換完全子会社とする株式交換 (以下 「本株式交換」といいます。)

を行います。

会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 193条に定める事項は下記のとおりです。なお、

本株式交換は、当社においては会社法第 796条第 2項に定める簡易株式交換に該当します。

記

1.株式交換契約の内容 (会社法第 794条第 1項)

別紙 1を ご参照ください。

2.会社法第 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

(会社法施行規則第 193条第 1号 )

別紙 2をご参照ください。

3.会社法第 768条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

(会社法施行規則第 193条第 2号 )

該当事項はございません。

4.株式交換完全子会社についての次に掲げる事項 (会社法施行規則第 193条第 3号)

(1)最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙 3を ご参照下さい。

(2)最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容

該当事項はございません。

(3)最終事業年度の末日後に生 じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容

ケミコ社と当社は、本株式交換を行 うことに関し、2023年  6月  29日 、本株式交換契約を

締結いたしました。本株式交換契約の内容は、別紙 1を ご参照下さい。

5。 株式交換完全親会社についての次に掲げる事項 (会社法施行規則第 193条第 4号 )

(1)最終事業年度の末日後に生 じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容

ア 当社は、2023年  6月  29日 開催の取締役会において、ケミコ社 との間で本株式交換

を行 うことに関し、決議のうえ、同日、本株式交換契約を締結いたしました。本株式交

換契約の内容は、別紙 1を ご参照下さい。

イ「Al]当社の連結子会社であるCalPOrtland Company(本 社 :米国カリフォルニア州)は、

Martin Marietta Materials,Inc.(本 社 :米国ノースカロライナ州、以下、「MM社」

といいます。)の米国西海岸におけるセメン ト事業用資産の一部買収について、米国連

邦取引委員会による本資産買収承認の目途が立たない中、MM社 との間で同買収の中止

について合意に至 りました。買収を中止する資産は、テハチャピエ場 (カ リフォルニア



州)及び関連セメントターミナル 2拠点であります。

6.株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項 (会社法施

行規貝1第 198条第 5号)

本株式交換は会社法第 799条第 1項の規定の適用を受けないため、該当事項はございません。

以 上



別紙 1



株 式 交 換 契 約

太平洋セメント株式会社

小野 田ケ ミコ株式会社



株式交換契約

太平洋セメント株式会社 (以下「甲」という)と 小野田ケミコ株式会社 (以下「乙」という)と

は、以下の通 り株式交換契約 (以下 「本契約」という)を締結する。

(株式交換)

第 1条 本契約に定めるところに従い、甲及び乙は、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完

全子会社とする株式交換 (以下「本株式交換」という)を行い、甲は、本株式交換により乙

の発行済株式 (た だし、甲が有する乙の株式を除く、以下同じ)の全部を取得する。

(甲及び乙の商号及び住所)

第 2条 甲及び乙の商号及び住所は、それぞれ次のとおりである。

株式交換完全親会社 (甲 )

(商号)太平洋セメン ト株式会社  (住所)東京都文京区小石川一丁目1番 1号

株式交換完全子会社 (乙 )

(商号)河 野ヽ田ケミヨ株式会社   (住所)東京都千代田区神田錦町 3丁 目21番地

(本株式交換に際して交付する株式及びその割当に関する事項 )

第 3条 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時

点の直前時 (以下 「基準時」とい う)における乙の株主名簿に記載又は記録された乙の株

主 (ただし、第 7条に基づく乙の自己株式の消却後の株主をいうものとし、甲を除く)(以

下「本割当対象株主」とい う)に対 し、その有する乙の普通株式の合計数に 64を乗 じて得

た数の甲の普通株式を交付する。

2 甲は、本株式交換に際 して、本割当対象株主に対 して、その保有する乙の普通株式 1株

につき、甲の普通株式 64株の割合をもつて、甲の普通株式を割 り当てる。

3 甲が前項に従つて本割当対象株主に対し交付する甲の株式の数に 1株に満たない端数が

あるときは、甲は、会社法第 234条その他関係法令の規定に従い処理する。

(甲 の資本金及び準備金の額に関する事項)

第 4条 本株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規貝J第 39条の規定

に従い、甲が別途定める額とする。

(効力発生日)

第 5条 本株式交換がその効力を生ずる日 (以 下「効力発生日」という)は、2023年 9月 20日 と

する。ただし、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、
「

甲乙協議し合意の上、これを変更することができる。                 |



(株式交換承認手続)

第 6条 甲は、会社法第 796条第 2項本文の規定により、本契約について、会社法第 795条第 1

項に定める株主総会の決議による承認を受けることなく本株式交換を行 う。ただし、会社

法第 796条第 3項の規定により、本契約につき株主総会の承認が必要となった場合には、

甲は、効力発生日の前 日までに株主総会を開催 し、本契約の承認及び本株式交換に必要な

事項に関する決議を求めるものとする。

2 乙は、会社法第 784条第 1項本文の規定により、本契約について、会社法第 783条第 1

項に定める株主総会の決議による承認を受けることなく本株式交換を行 う。

(自 己株式の消却)

第 7条 乙は、基準時において乙が保有する自己株式 (本株式交換に際して行使される会社法第

785条第 1項に基づく反対株主の株式買取請求により乙が取得する自己株式を含む)の企

部を、効力発生日の前 日までに開催する乙の取締役会の決議により、基準時において消却

する。

(善管注意義務)

第 8条 甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもつ

て各業務を遂行 し、かつ、一切の財産の管理を行 う。また、その財産又は権利義務に重要

な影響を及ぼすおそれのある行為又は本株式交換の実行に重大な影響を及ぼすおそれのあ

る行為を行おうとする場合は、あらかじめ甲乙協議 し合意の上、これを実行するものとす

る。

(契約の変更又は解除等)

第 9条 本契約締結の日から効力発生口に至るまでの間において、天災地変その他の事由により

甲乙のいずれかの資産若 しくは経営状態に重要な変動が生 じ、又はそれらに隠れた重大な

瑕疵が発見されたとき、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生し又は明らかと

なつたとき、その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲乙協議 し合意の上、

本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、本契約を解除することができる。

(本契約の効力)

第 10条 本契約は、次の各号のいずれかの場合には、その効力を失 う。

(1) 甲において会社法第 796条第 3項の規定に基づき株主総会の決議が必要になつた場合

で、効力発生日の前 日までに、甲の株主総会において本契約又は本株式交換に必要な事

項に関する承認が得られなかった場合

(2) 前条の規定に従い本契約が解除された場合

(3) 本株式交換について法令上必要な監督官庁の許可、承認の取得、又は監督官庁に対す

る届出手続が完了しない場合



(裁判管轄)

第 H条 本契約の履行及び解釈に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とする。

(協議事項)

イ第 12条 本契約に定める事項のほか、本株式交換に関して必要な事項については、本契約の趣旨

に則 り、甲乙それぞれが誠実に協議し合意の上、これを定める。

本契約締結の証として、本契約書 2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1通 を保有する。

2023年 6月 29日

甲 東京都文京区小石川一丁目1番

太平洋セメン ト株式会社
l

代表取締役社長 不死原 正文

乙 東京都千代田区神田錦町 3

小野田ケミコ株式会社

代表取締役社長 竹山 幸

地





別紙 2 会社法第 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

当社は、本株式交換における会社法第 768条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項について、以

下のとおり、これを相当と判断しました。

1,本件株式交換に際 して交付する株式の算定方法及びその割婆ての相当性に関する事項

(1)本株式交換に係る割当ての内容

当社

株式交換完全親会社

ケミコ社

株式交換完全子会社

本株式交換に係る割当比率 1 64

① 株式の割当比率

当社は、本株式交換により、当社がケミコ社の発行済株式 (た だし、当社が有するケミコ

社の株式を除きます)の全部を取得する時点の直前時 (以下「基準時」という)におけるケ

ミコ社の株主様に対 し、その保有するケミコ社普通株式 1株に射して、当社普通株式 64株

を割当て交付 します。ただし、当社が保有するケミコ社普通株式については、本株式交換

による株式の割当ては行いません。

なお、上記の本株式交換に係る割当比率は、算定の基礎 となる諸条件に重大な変更が生

じた場合には、両社協議の上変更することがあります。

② 株式交換により交付する株式

普通株式 256,000株

なお、交付する当社普通株式には当社が保有する自己株式を充当する予定であり、新株

の発行は行わない予定です。

③ ケミコ社は本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議により、基準

時において保有するすべての自己株式 (本株式交換に関して行使される反対株主の株式買

取請求権に応 じてケミコ社が取得する自己株式を含みます。)を消却する予定です。その

ため、本株式交換によつて割当交付する株式数については、ケミコ社の自己株式の消却等

の理由により今後修正される可能性があります。

④ 単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式 (1単元 (100株 )未満の株式)を保有すること

となるケミコ社の株主様は、下記の制度をご利用いただくことができます。なお、金融商

品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。

1)単元未満株式の買増制度 (1単元 (100株 )への買増 し)

会社法第 194条第 1項及び当社定款第 10条の規定に基づき、当社の単元未満株式

を保有する株主様が、その保有する単元未満株式の数 と併せて 1単元 (100株)と

なる数の普通株式を当社から買い増すことができる制度です。

2)単元未満株式の買取制度 (1単元 (100株 )未満株式の売却)

会社法第 192条第 1項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主様が、

その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対 して請求することができる制

度です。



⑤ l株に満たない端数の処

本株式交換に伴い、当社の普通株式 1株に満たない端数の割当てを受けることとなるケミ

コ社の株主様に対しては、会社法第 234条その他の関連法令の定めに基づき、その端数の

合計数 (そ の合計数に 1に満たない端数がある場合は、これを切 り捨てるものとします。)

に相当する当社の普通株式を売却 し、かかる売却代金をその 1株に満たない端数に応 じて

当該端数の交付を受けることとなるケミコ社の株主様にお支払いいたします。

(2)本件株式交換に係る割当ての内容の算定根拠

本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公正性・妥当性を確保するため、両社から独立

した第二者機関として、株式会社みおぎア ドバイザリーを選定し、同第二者機関に対して当

社及びクミコ社の株式価値の算定を依頼 しました。同第二者機関は、上場会社である当社の

株式価値については市場株価法、非上場会社であるケミコ社の株式価値については DCF法お

よび類似会社比準法により算定しました。

当社及びケミコ社はその算定結果を参考に、両社間において真摯に交渉 。協議を行い、上記

の本株式交換に係る割当比率が妥当であるとの判断に至りました。

2.株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項

本株式交換に際して増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定

に従い、当社が別途定める額 といたします。かかる取 り扱いは、法令及び当社の資本政策に鑑

み、相当であると考えております。
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事 業 報 告 (塁  :I::そ告民∴目 )

I.会社の現況に関する事項

1.事業の経過およびその成果

当期の我が国経済は、長期化する新型コロナウイルス感染症
の影響を受けながらも、個人消費や設備投資が持ち直 し、内需
を中心に景気の緩やかな

“

II復傾向が統いております。ただし、

物価高による節約志向の高まりや世界経済の減速に伴う輸出の

伸びの鈍化、ウクライナ情勢の長すひI化 による地政学的リスクや

原材料価格の高騰、さらには世界的な金融どに 締めが続くなか、

景気の先行きは不透明な状況となっています。
このような経営環境の中で、当社の当期業績は次のとおりと

なりました。

全社売上高は、228億39百 万円、前期比96.6%、  8億 10百万

円の減収となりました。部門別では、地盤改良事業が166億 44

百万円、前期比92.2%、 14億 17百万円の減収となりました。固

化材販売等は、 1億 15百万円、前期比1086%、 9百万円の増

収となりました。 M I ttf業 は23億 35Fi万 円、白t期比91_6%、 2

億12 rr万 円の減収となりました。シール ドJr業 は、37億43正 f万

円、前ケ91比 1276%、  8億 10 FI万 円の増収となりました。

売上総利益は、41億80百万円、前期比88.2%、  5億59百万円
の減益 となりました。部門別では、地盤改良事業は27億76百

万円、前期比78.6%、 7億 56百 万円の減益 となりました。固

化材販売等は89百万円、前期比1291%、 20百万円の増益 とな

りました。MI事業は 8億 8百万円、前期比1088%、 65百万

円の増益となりました。シール ド事業は 5億 7百万円、前期比
128.7%、  1億 13百万円の増益となりました。

経常利益は、14億 37百万円、前期比73.8%、 5億 11百万円の

減益となり、当期純利益では10億 5 ri万円、亡1期比917%、 90

正f万円の減益となりました。
1)当 期の営業にかかわるfi考施策は次のとおりであります。

①地盤改良事業における大型工事の着工遅れによる減収を
シール ド事業の増収が捕い、売上高228億 39百万円を確保
しました。

②東京外かく環状道路のシール ドエ事の一部再開に伴 うシー

ル ド事業等、兼業事業における増益で、営業利益13億 81百

万円を確保 しました。

①前期に上市 した新規工法のWHJ_ln工 法、SMM―と,Ow工 法

及びADAPT工法の当期受注実績は7件、約17億 円であり、

斉実に実績 を積上げています。引統 き新規工法の設岳「採

用・受注拡大を推進 します。

①品質保証審議会にて、工事品質、施工技術に関わる課題等
を重点的に審議 し、重大な品質クレームの発生による利益
の逸失を防止 しました。

2)当期の工事に関わる諸施策は次のとおりであります。

-1-



①東日本、首者卜圏、西日本の各アライアンス相互の連携によ
り、現場管理社員、協力業者の適材適所配置を行い、稼働
率の向上および安全作業、工事品質の確保に努めました。

②危険感受性向上を目的とした動画による安全教育および、
現場安全環境設備の標準化と全国への周知を推し進め、不
安全行動と不安全設備の徹底した排除に努めました。

①工法に特化した引
‖
!工 事長によるうと場での指導教育を実施

し、若年層・中級考の指導育成強化および、技術の伝本に

努めました。
④現場組立・解体作業における工事支援チームを新たに編成

し、現場の安全確保と工程短縮に努めました。
⑤快適な職場環境の充実を図るため、現場での暖を取る設備

の設置や新型コロナ感染防止対策を継続して推し進めまし
た。

3)技術開発における諸施策は次のとおりであります。
①社員の業務軽減を図るために、工事書類作成システムを開

発しました。また施工管理システムのDXを推し進め、更
なる省人化、省力化に収り組んでまいります。

②)f【礎研究センターに、新たにげi射搬影装腱 水中げi射装Ilt

を設Flし ました。また、千英芝山工場内に繰返し試験可能
な人工地盤試験ヤードを造成し、噴射試験を実施しました。
高圧噴射攪拌工法の技術改善に活用してまいります。

③小型機械攪枠処理工法の工事品質確保のため、品質不良検
知1シ ステムを用いた試験施工を行い、判定基準を設定する
とともに社内周知を図りました。

①技術の伝承や者手社員の技術力向上を目的に、各支店に技
術部を設置しました。

③環境負荷低減をテーマとして、地盤状況に適応させた高圧
げi射攪拌正法の施工を実施しました。その成果を束京都建
設九j技術業務体験発表会において報告し、優秀貨を獲得し
ました。今後もカーボンニュートラル等、環境負荷低減技
術の開発に取り組んでまいります。

①高圧噴射攪拌工法開発に関わる技術を3件、改良品質確認
技術を3件の特許登録を計 6件、商標登録については管理
システムとして「Picture WatchJを 登録しました。

⑦NETISではICT地盤改良システムとwH」_h工法を登録し

ました。また東京都港湾局の新籾料・新工法のデータベー
スにSMM_LOw工 法を登録しました。

①太平洋セメント株式会社、渦和剤メーカーとの3社で共h」

開発した高濃度スラリー用鴻和剤が完成、特許出願しまし
た。また、大学 2校 と行ったTB工 法の先端支持力の共 IF憩 研
究については、研究成果を学会に論文として発表しました。

③地盤改良体の品質向上を自的に、RI(放 射性同位元素)

密度言‡を用いた比重管理システムを開発し、現場に導入し
ました。

4)その他の諸施策
①当社株主の持分株式を整教とし、当社の株式の単位との整

合性を図るため定款を変更し、 1株を10株 に分割する株式
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分割を行いました。これにより発行可能株式総数は32,000

株から320,000株へ増加 し、発行済株式総数は8,000株 から

80,000株 に増加 しました。

②電子帳簿保存法へ対応するために、経費精算システムを導
入し、2023年度下期より本格運用を開始する予定です。

③太平洋セメントグループ内での資金有効活用のため、CM
S(キ ャッシュマネジメントシステム)への拠出を継統 し

ました。

2.設備投資の状況

当事業年度内において4億73百万円の主要機械ナ曽強を行いま
した。

3.資金調達の状況

特に記載する事項はありません。

4.対 処すべき課題

今後のわが1呵経済は、新型コロナウイルス感染チ∴:の終息への

道筋がまだ見えず、資源価格の上昇、急激な円安の進行、長期
金利の上昇など先行きの不透明感が増しております。

建設業界におきましては、公共事業への投資は堅調に推移す
るものと思われますが、民間設備投資には力強さが戻っておら

ず、また、建設資材の価格高騰が深刻になる中、建設技術者・

労働者不足の問題も継続しており、引き続き厳しい状況が続く
ものと思われます。
このような中、当社は第14次中期経営計lllll(23中 計)の般終

年度を迎え、「1標辻成に向け全社一丸となって取利Iんでまいり
ます。また第15次 中期経営計「if(26中 i汁)の策定にあたり、喋
境に配慮した工法の開発や事業展開、2024年 4月 より施行され
る労働基準法改正による残業上限規制に対応した働き方改革の

実施等を通じ、更なる飛躍に向けて経営資源を有効に活用し、
グループ経営を推進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも何とぞ格別のご理解
とご支援を賜りますようお願いします。

5.財産および損益の状況の推移

IX    う)   | 
‖11立

第37,4J
(2020年 3サ I;町 )

第38'll!

(2021年 3'I期
)

第39チUl

(2022年 3チ |'り 1)

第40期
(2023年3列 !VI)

九   L  高

糸ヽ   す

“

   不嘔   :荏
V4 則」 純 利 益

l ttWtた りW4期純利益

総   資   「■

純   資   Pl
l株 当たり純資産

rf万円

rf万円

rfプデIIJ

FI」

Ff万 III

rf万 III

III

25,347

960

710

88,795

20,255

11,904

1 488 078

24,094

1,184

787

98,482

19,545

12,379

1.547 429

23,650

1,948

1,096

137,007

20,830

13,075

1 634 493

22,839

1,437

1,005

12,567

22,320

13,544

169 312

ROA 479/0 610/。 940/。 640/。

イ∫利r了 十々歳株卜資本比 (D/E) 00f十 00f許 001諄 00イ許

守D 2022年 11,113 H Fヽ 十で,7通株式 1株につき10株の株式分制を行っており
ます。
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6.重 要 な親会社 および子会社の状況

1)親会社との関係
当社の親会社は太平洋セメント株式会社であり、当社株式

の95%を 保有しております。当社は同社からセメント系回化
材およびスーパージェットセメント等を仕入れております。

2)子会社との関係

7.主要な事業内容

8.主要な営業所等

-4-

会 社 名 冷 木金 当社議決権比率 上要な事業
ソイルワークス株式会社

Onoda Chenico Vietnam Co,Ltd

35,000千 円

1,3141050がン

100°/c

100°/c

地盤改喪 lt tf等

l色盤改良 I:い 等

事 業 主 要 製 品

地継改良 に事
般 に本 r事

深ⅢI改 良 It tf

SI)M― Fit ti法 、 WIIJ― Im i法、エポコ

ラムエ法、 ウル トラコラム
「 法、 cIコ ラム

Ii法 、 ツイン ブレードミキンング li法 、 C
DMI:法、TOFT工 法、コラムリンク「 法、
D」 M刊 :法、 ALiCCに 法

rえ
|lll誓 改良L“

軽1と にr事

ツイン ブレードミキンング li法 、MRI法 、
FCBI:法、 ISM「 法、 FM E法、 SG
MF法 、 HCS I法、流 フ」化処 F‖

「
法

高圧噴射批枠
〔:「li

MMI法 、 JMMI法 、 SMMに 法、 S
MM― DyI:法 、 SMM― I owI:法、 SJM
MI法 、 SJMM― Dyに法、 ADAPTに
法、 I Dis li法 、 II)is― Dy丘法、 NJ
Pこ法、ドJP― Dy r法 、NJP_2way L法、
C(う Pr法 、 ジェットグラウ H:法、 RJP
I:法 、 JEP工 法

来液注人 li事
動的注人
ニパック

I:法 、 ツレタンシュイに入 1法、ユ

li法 、エキスバ ンカJ:法

斜hi安定 に事
アンカーI法、 ラディッシュアンカー に法、
キャロットアンカーIV去

聞化材のlll又 売および
に 本 材 料 lllズ 売

セメント系岡化材、石灰系岡化材、裏込・川1泥 安ミ泡 改
質材、中‖:‖ I化 材、流動化処F}上

特夕木コンクリートの
販売およびネll修 ■lf

スーパージェットコンクリート、 スーパージェットセメント、 ジ
ェットモルタル、スーパージェットヨンクリートセット、超速
硬グラウト材 (PFGン リーズ)、 特殊コンクリート製造、ポ
ーラスクリート

シールド
「 法向け各種

設備のレンタル ;ll)(売

襲込 `加泥 気泡注人プラント、流動化処封!L製造プラント、
L質改良プラント

名   称 ナlア イE ナ也

社

府

店

府

店

店

部

支

文

文

文

文

業事

北

越

末

西

州

‐

木

束

関

束

関

九

Ｍ

シ
米

千

―ルドlr業部
礎 1千 業 部
楽芝 山 r場

束京都千代|lllメ ⅢⅢII畷 I‖「3「 H21希地 JPRク レストrl橋ビル

糾t台 消f古来区本町1「‖131422号 仙台松村ビル

さいたま市中央IX L諮合21H4朴 1'チ アルーサ】ヒリJ予 ビル

束京都

'に

束IXrt戸 2 rH18朴 10'ナ 住友生命rし戸)、向tビル

大阪市中央lメ 道修町3 rHlコ子6号 K シオノビル

福岡市醇多lメ 癬多駅i苛 2「 Hl番 5号 博多サンシティビル

東京都台束lメ 浅単橋3r‖ 20碁 18'ナ  第8菊九Iタ ワービル

束京都台束区浅単橋3「 ‖20コ+18号 第8′小J九 :タ ワービル
さいたま市中央II L落合2J「 14番 1'チ アルーサJヒ ケ野ビル

千楽県山武ガド芝山町大台
′
≠
イ
ヤ永作3155-41



9.従業員の状況

似〕 1 従業貝敷には、専任役貝および臨時序,4を 含まず、
W々
社れ緯出向

社,1を 含んでおります。
2 2023年 4月 1日 現在の人,tは359名 であります。

10.主要な借入先

Ⅱ.会社 の株 式 に関す る事項
1.発行可能株式総数    320,000株
2.発行済株式の総数     80,000株
3.当事業年度末の株主数     26名
4.株主

OD ど1社 は、2022年 ■月13‖ イ、」で,?通 株式 1株につき10株の株式分制を行
っておりますが、ど4該株式分制が当

“

来年度の川 }↑ に行われたと,)(定

して、 1株■4た りだt期末L利益および 1株 14た り純資産を算定 しており
ます。

Ⅲ.会社役員に関する事項
1.取締役および監査役の氏名等

tD*2022芍 16'110H開
1笹 の定時株 と総会において、新たに選イ千されました。
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人員数
蔵1.ll来年度木比
増 減 敷

平均午船
平  均
1ヴ」統年数

348名 △ 9名 449'掟 19 1イ ト

イ「, 人 先 ↑十 人 額
銀

倒

友

信

住

友

．
．
一
二

200 ri万円

70

株  主  名 持株数 持株比率
平
野
野

太
小
小
個

洋 セ メ ント株 式 会 社
田 ケ ミヨ 役 員 持 株 会
田 ケミコ従 業 員 持 株 会

人   株   主

76,000株
1,767株
1,265株
968株

9500%
221%
158%
121%

地  位 氏  名 11当 又は itな H職業
他の法人等の

代表状況等
役
嫌

役
具

締
役

締
役

取
】

取
】

，
　

，

表
長

表
務

代
社

代
専

取締役専務〕t行役,t

取締役常務 Jtイ r役歩t

取 締 イ受 執 イr イ賛 チ1

取 締 役 Jt行 役 夕H
*取 締 役 r'l行 役 員

*収 締 役 (非 常 」ブJ)

肝i  r｀   役

監 査 役 (非 常 勤 )

竹山 二た生

鈴木 lrx‐

Nu常  誠

大塚 棋 ‐

大

文

浩
　
服

祀

義

一
　

虞

多

滓

問
　
木

上滸

府

布
　
徘

森

大劇

公

滑

仝般

竹劇!本 部長

lr来統括本耐;長

1又術営業本部長

'R海

外 II下 業担
W4役

,ミ

争lll本 部副本部長
財務 経ll!担 当役貝
Ii事本部長

束求支店長

大 r`洋セメントl,湘

セメントJf来 木

“
'ギ

業々河;

船化材ギ?業グルーナリーダー

常」プ」峰介役

太平ヤ羊セメントい
建材事業部長



区分 支給人数
報|

f十 摘要
基本報酬 業頼運動報馴等 非金銭報酬等

取締役

監査役

8人

1人

120,150千円
10,800千円

一千円
一千円

一千円
一千円

120,150千円

10,800千岡

計 9人 130,950千円 一千円 一千円 130,950千隅

2.取締役および監査役の報酬等の額

Ⅳ.会計監査人の状況

1.名称      有限責任 あずさ監査法人

2.報酬等の額
IX多) 支払額

J4J「来年度に係る会li「唯査人の報rザli等の額 15,000千 円

l峰社および子会4に が会市1監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合言「額

15,000千 円

ID 会計唯査人の緻Ⅲ刊等について監査役が「可意した
'世

「
II

l監介役は、 H木峰介役 1/丁J会 が公表する「会 li「 1監介人との,上場に関する
実務指,I」 を船まえ、会言1監 rと人の町:査 計lll i、 畦介の実施状況、およ
び報酬兄積りの第出根拠などを雑誌し、検fifし た結果、会汽1監査人の

報固l憫 等について同意を4「 っております。

3.非監査業務の内容

該当事項はありません。

4.会 計監査人の解任 または不再任 の決定の方針

監査役は会 F討
´
監査人が会社法第340条第 1げf各 号に定める項

目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検

討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基
づき、監査役が会計監査人を解任いたします。

また、監査役は、会計監査人が職務を適切に遂行することが

困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株

主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
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負 fゴ謬 の

科    J 帝テ    各貞 科   E (>    各賞

流 動 資 産
現 金  預 金

受取F形及び売掛金

究成とコr木 1又人金等
米成 1:可 f支 出金

4オ 料 ・世1減 IIド 1

未 lX 人 金

関係会社■1け金
そ  の  他

貸 御 」IW上 金

固 定 資 産
有形固定資産

建物 ・構築物
機 械・運搬共
[ケ〔洛 具備品
h    地
リ ー ス 資 産
建 設 イl叉 肋 定

無形固定資産
ソフ トウェア

そ  の  他
投資その他の資産

投資イ丁価証券
I対 係会 社株式
長ナ切J前 払賀 ,ほ

線延税金資産

選l大給付に係る資ブr
そ  の  他
貸 倒 引 4`金

千1町

19,198,576

1,891,681

4,383,348

3,469,629
3,576

85,254

75,275

9,000,000
291,769
△ 1,958

3,489,729
2,612,775

189,536

942,974
99,139

1,221,021

5,140

154,963

70,529
41,941

28,588

806,424
84,115
89,003
3,682

295,069
183,116

154,735
△ 3.297

流 動 負 債
支払手形及び買掛金
に 事 米 子ノ、金

短 期 T千 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人税 等
未払消 費税 等
木 払 費 用
贅 与 引 ど4金
そ  の  他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務

長州」,1り 保 :議L金

長 期 未 払 ◆

選l主給付に係る負償

役棗退職慰労引
Wi金

資 産 除 去 債 務

千H
8,104,871

3,748,137
2,341,272

270,000
2,687

496,022
190,573

390,173
308,475
357,528

755,420
2,984

2,850

47,576
631,208
29,510
41 291

合 8,860,291

株 主 資 本
資  本  金
利 益 剰 余 金
不可 益 半 市|‖  金
その他不」益剰余金

別 途 積 立金

繰越利益剰余金
評価・換算差額等

その他イ∫

“

配歩評11丼額金

800,000
12,490,976

37,038
37 038

13,790,976
400,000

13,390,976

100,000

純 資 産 合 計 13、 828 014
資 産 合 計 22 688 306 負 信 ・ 純 賛 デ 22 688 306

連 結 貸 借 対 照 表
2023イli 3,131干 1正lと イに

運結株主資本等変動計算書

主 資 本

不J 益 剰 余 金
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資 本 金 利  益
準 備 金

その他利益剰余金

途
金ニユ

別
積

繰越利益
刺 余 金

当 期 首 残 高 400,000 100,000 800,000 11,984,671

当 別 変 丁力 額

剰 余 金 の 配 当 0 0 0 △ 548,000

当 期 純 利 益 0 0 0 1,054,304

株主資本以外の変動額 0 0 0 0

当 期 変 動 額 合 計 0 0 0 506,304

当  期  末  残  高 400,000 100,000 800,000 12,490,976
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科 目 金 額

売    上    高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営   業  利   益

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金

雑   収   入

'そ

業 外 Υイ ナH

支  払  利  忠

雑     支     出

経   常   利   益

キ寺 別     不ll     益

固 定 資 産 売 却 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益

そ の 他  特 別 利 益

別  損  失

llill定 資 産 除 却 11

ゴル フ等 会 )と 権 売 却 11

税金等調整前 当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

特

千 円

37,190

20,439

千円

23,160,120

18,921,966

4,238,153

2,785,377

1〕 452,776

57,630

1,751

1,656

94

2,364

12,000

2,499

1,508,655

16,864

4,210

3.200

1,010

11521,309

472,810

△ 5,805

1,054,304

評価換算差額等

純 資 産
合  i汁利  益

剰 余 金
合  f計

株主資本
合 言十

そ の 他
イ∫価証券
評価差額金

12884671 13284671 25,437 13310.109

△ 548,000 △ 548,000 0 △ 5481000

1,0541304 1,054,304 0 1,054,304

0 0 11,600 11,600

506,304 506,304 11,600 517,904

13,390.976 13,790,976 37,038 13.828,014



連結注記表

【運結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等】

1.連結の範囲に関する事項

①運結子会社の状況

連結子会社の数   1社
連結子会社の名称  ソイルワークス株式会社

②非連結子会社の状況

非連結子会社の名称 OnOda Chemico Vietnam CO,Ltd
運結の範囲から除いた理由

■t益および利益剰余金等の頭日からみて、企業集団の状況
に関する合理的な判断を誤 らせない程度に重要性が乏 しい

ため、連結の範レ‖から除外 しております。

2.持分法の適用に関する事項
1)持分法を適用した非連結子会社および関連会社

該当事項はありません。

2)持分法を適用 しない非運結子会社および関連会社の名称

該当事項はありません。

3.連結子会社の事業年度 日等に関する事項
ソイルワークス株式会社の決算日は3月 31日 であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書

類を使用しております。

4.重要な資産の評価基準および評価方法
1)有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式   移重
'サ

平均法による原価法

その他イ」価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に先ζづ く時価法 (評価差額は全部純

資産直入法により処理 し、売却原価は移動平均法により

算定)

・市場価格のない株式管 移動平均法による原価法
2)棚卸資産の評価基準および評価方法

未成工事支出金   佃別法による原価法

材料・貯蔵品    移動平均法による原価法

上記棚卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定 しております。

3)固定資産の減価償却の方法

イ∫形脂1定 資産   定率法
ただし、1998年 4月 1日 以降に取得 し

た建物および2016年 4月 1日 以降に取

得 した建物附属設備ならびに構築物に
ついては、定額法によっております。

なお、2019年 7月 1日 に吸収合併 した

太平洋シール ドメカニクス株式会社か

ら承継 した有形障1定 資産についても定
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額法によっております。

リース資産    所有Vl移 1ほ外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リー

ス川II開定額法を採ナI」 しております。

無形固定資産 定額法

なお、自社利用のソフ トウェアについ

ては、社内における利用可能期間 (5

年)に基づく定額法によっております。

長期前払賞川 定額法

4)重要な引当金の計上方法

貸倒引当金  ゲfttlの 貸倒れによるlt失に備えるため、一

般債権については過去の実績による必要額

を計上 し、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては11別にい
'1収

可能性を検 i苦 し、 |「 1収不

能見込額を計上 しております。
工事11失 引当金 受注工 」fに係る将来の1と失に備えるため、

当事業年度末受注工事のうち損失の発生が

見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積

もることができる工事について、損失見込

額を計上 しております。

11ナ」引当金  従業員の貨 lJの 支給に11え るため、蛍 り‐支

給見込額のうち、当期負担額を計上 してお

ります。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づき、当期末における要支給額を計
上 しております。

5)収益及び費用の計上基準

当社は、「地盤改良 !f業 J、
「1劇 化材販売 Jf業 J、 「M I ttf業 J

および「シール ド事業Jを主な事業としております⑮

地盤改良事業では、顧客との契約において受注 した工事に
ついて、施工 して引渡す義務を負っており、原則すべての工

事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり

収益を認識 しております。なお、履行義務の充足に係る進捗

度の淑L定は、各報告期間の期末 日までに発生 した工事原価が、

予想 される工事原価の合耐・に占める制合に)[峰 づいて行ってお

ります。

固化材販売事業、MI事業およびシール ド事業における物

汗I販売については、物品の検収時点において顧客が当 Ii亥物 Iイ II

に対する支配を獲得することから履行義務が充足 されると判

断 しており、当該物品の検収時点で収益を1認識しております。

なお、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な

取扱いを適用し、一部の国内取引においては、物品の出荷時
から顧客が当該物品に対する支配を獲得するまでの期間が通

常の期間である場合は出荷時点で収益を認識 しております。

当社が当事者として取引を行っている場合には、顧客から

受け取る対価の総額で収益を表示 しております。当社が第二

者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客か

-10-



ら受け取る対価の総額から第二者のために回収 した金額を差

し引いた手数料の額で収益を表示 しております。

6)退職給付に係 る資産及び負債の計上基準

従業員の選職金の支給に備えるため、当連率lli会 :十年度末に

おける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上 し

ております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会

計年度末までの期 1用 に先1属 させる方法については、給付算

定式基準によっております。

②数整H計算上の差メこの処理方法

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間 (13年)による定額法により、翌事業年度より

費∫‖処チlllす る事とします。

5,会計上の見積 りに関する注記

1)当連結会計年度の運結計算書類に計上 した金額

選職給付会計

(単位 :千円)

半々進結会計ηi度

(2023イ li 3,13111)

選職給付に係る資産
選職給付に係る負債

188,116
631,208

2)会計上の兄積 りの内容のIll:解 に資するその他の情報

当社は、退職給付制度において積立型、非積立型の確定給

付制度を採用し、確定給付型企業年金制度については退職給

付信 i託 を設定 しております。酢定給付制度の選職給付使務、

年金資産及び退職給付費用は、数理計算上の仮定を用いた見

積 りを九【礎 として算定 しております。

6.連結貸借対照表に関する注記
1)有形固定資産の減価償却累計額   7,206,879千 円

2)担保に提供 している資産

該当事項はありません。

3)偶発債務

該当事項はありません。

4)顧客との契約から生 じた債権、契約資産及び契約負債

(呻1位 :千円)

｀
監速結会請十年度

(2023イ ト3'13111)

贈〔客との契約から生じた債糀
完成 に再F未収人金
受取手形及び売掛金

契約資産
叉約FtrJi
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7.連結損益計算書に関する注記
1)顧客との契約から生 じる収益

売上高については、顧客との契約から生 じる収益及びそれ

以外の収益をil己載しておりません。

(Hl位 :千円)

!1進 霜i会訂年度
(2023fli 3,13ユ II)

顧客との契約から生じた収益
その他の収 R荏

23 160 120

8.連結株主資本等変動計算書に関する注記
1)当運結会:計年度末の発行済株式の種類および総数

株式のlttTtti

｀
≒進結会∴1年度
川障の株式救

JI連結会副年度
増触1株式数

当連結会∴十年度
減少株_ミ数

当巡結会副年度
刑木の株式敷

普通株式 8000株 72 000'代 ― 株 80,000株

いうl J4社は、2022年 ■H13‖ 付で,7迪株式 1林につき10株の制合で

株式分制をで手っております。
2 発行済株式のユ†通株式数の製加72,000株 は、株式分制によるも

のです。

2)配当に関する事項
(1)配 当金支払額

決   賀1 株式の椰打1

配
総

Vi金の

頴

1株Чたり
西せ!i観

)fFヤ生 ‖ ′
1カカ発生II

20224i6,110争 |

定時株主総会
晋通株式

千H
548.000

＝

００ 20224i3川 31‖ 2022416月 30FI

a)当社は、2022年 11)113H付 で洋通株式 1株につき10株の制合で株
式分t判 を行っておりますが、2022年 6月 10日 の定時株 :と総会による
1株 Чたり配

Ч
t額 は当該株式分制由tの 金額を記,た しております。

(2)基準 日が当事業年度に属する配当の うち、配当の効力発

生日が翌ケUJと なるもの。
2023年 6月 9日 開催の定時株主総会の議案として、普通

株式の配当に関する事項を次のとおり提案しています。
①配当金の総額 502,720千 円 ①基準日 2023年 3月 31日

② l林当たり配当額   6,284円  ①効力発生日 2023年 6月 30日
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9.金融商品に関する注記

1)金融商品の状況に関する事丁i

当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャ

ッシュフローで獲得した資金を投入 し、不足分については銀

行借入による方針であります。

資金運用については、安全性が高 く、かつ原則、元本が棄

損することのない金融商品に限定 しております。

営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金等

は、顧客のti用 リスクにEl町 されております。当該リスクに関

しては、取引先ごとの期日管理を行 うとともに、リスク低減

を図っております。

営業債務である支払手形及び買‡子1｀金、工事未払金等は、そ
のほとんどが 1年以内の支払期日であります。

2)金融商キIIの 時価等に関する事項
2023年 3月 31日 における連結貸借対照表計上額、時価およ

びこれらの差額については次のとおりであります。なお、市

場価格のない株式等は次表に含まれておりません。

( 千円)

注)金融商∴liの 時価の算定方法に関する事項
(1)うと金▼i金("受取手形及び売ヤlⅢ金並びに(3)完成工事未収人金等(4)関

係会社虫け金
(5)支 払 F形及び只掛金並びに(01:事 木払金

これらは現金であること、及びその他の金融商品は知畑問で決済
されるため、時価はilk難 価額にほぼ等しいことから、当該帳籍価
額によっております。

(11位 :千円)

区 分 進名≒貸イ十対猟ttttil i額

市場価格のない株式軒
(※ 1)

96,503

(※ 1)市場性のない株式には非 li場株式等が含まれ、「金融商品の時
イl等の開示に関する適用指01J(企業会計基準適用指,I第 19号

2020年 3月 31H)第 5■1に従い、時価げH示 の対象とはしてお
りません。

注)Y14に は会社法第444条第 3 riに 規定する株式会社に該当しないた
め、会社計算規則第109条第 1項第 3'チ所定の注記を省略してお
ります。

迎絣貸ti対照衣
市1  上  額

‖寺   1‖ i 差  額

(1)現金預金
(2)受 取 F州″及び売掛金
(3)完成 li l√未収人金等
(4)関 係会社独け金
(5)支 払手形及び買掛金
(6)L事 未払金

-13-



10,1株 当たり情報に関する注記
1)1株当たり純資産額      172,850円 18銭

2)1株当たり当理純利益     13,178円80銭
当社は、202/Fll月 13日 付で株式1株につき10株の株式分制を行って

おります。普,ラス株式分割については、当連結―会iF年度のlttl怖 に株式1分

割が行われたと仮定して1株当たりの当期純利益を算定しております。

11.収益認識に関する注記

(収益を理解するための基礎 となる情報)

「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関
する注記等」の「収益及び費用の計上基準Jに記載のとおり
であります。
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及

形
金
金
金
務

債
手
払
　
人
偵

負払隊掛卿
・ス

動
文
Ｌ
質
短
リ

流

米成 1:JF受入金

未払 法 人税 等
未払消 賞βと等
未 払 費 用
蛍 し 引 1監 金
そ  の  他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務
長チ,J顔 り保 [議L◆

と、t'H未 払 金
選職給付づI肖 金
役歩t遊職慰労引Ч

I金

資産 除去債 務

千1:1

0221933

752,343
2,984

2,850
47,530

628,176
29,510
41,291

8

2

2

1

8

不町 名嶺 'T: 4'I >ヽ
その他利イ〔剰余金

別途 積 立金
繰越不1益刺余金

評価・換算差額等

金
金余

本
剰益

資
利

流 動 資 産
現 金 ・ 類 金
受 取

「
形

党成五事未1又人金等
売  掛  金
木成 にJf文 出金

材料・貯蔵品
木 収 人 金
関係会社11け金
そ  の  他
貸 倒 引 Ч4金

固 定 資 産
有形固定資産

建物 ・構築物
機械 ・運搬歩t

I:,こ 器ケこ備品
ti    地
リ ー ス 資 産
建 設 イlx llジ」定

無形固定資産
ソフ トウェア
そ  の  他

投資その他の資産
投資イ∫価証券
関係会社株式
九1人 保 1正 金
ゴルフ等会歩t Vl

と、́増J ttt払 女川
繰延税金資産
前払午金ヂ4川
そ  の  他
貸 倒 引 当 金

千門
18,800,616
1,665,911
2,515,596
3,343,465
1,819,661

3,155

83,644
78,187

9,000,000
291,769

△775

41,941

28,588
841,416

3

2

８

‐３

‐２

２

　

２９

Ｗ

　

△ 13 544 960
22 320 237 22 320 237

賞 借 対 照 表
2023イli 3,131HF歩とィェ

株主資本等変動計算書

株 主 資 本
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資 本 金

利 益 剰 余 金

利  益
準 備 金

その他利益剰余金

途
金エエ

別
積

繰越利益
剰 余 金

と旨            剛             百            オ手            品 4(〕 (10(I(1 1(〕 0(〕 (10 呂(I(11,(1(〕

当 期 分 重,1網
剰|  れキ  ●ド  rl)  山Ё  当 △ 54X(10(l

当  弾I  純   不則  恭 0 0 0 1 005 409

株 † 台 本 以 外 の で 動 イll 0 0 0 0

当 期 な 動 額 合 計 0 0 0 457 409

当 期 木 媛 冨 400000 100000 800000 12 207 922



損 益 計 算 書
(果

2022
2023

41

年
4月 lH
3)可 3111 )

(阜 男%好告揖ill l
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科 i

完 成 工

兼 業 事

販 売 費 及 び

営   業

売    上    高

完 成 工 可菊 こ

米 業 11業 売 上 高

売  上  原  価

完 成 工 事 原 価

,k業 11業 売 上 原 価
益

不lJ

不ll

般 管 理

売 上 総 利

事 総

業 総

益

益

費

益不1

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金

雑   収   入

営  業

支

雑

経

特

□

投

特

回
ゴ

税

法

法

当

外  費  用

払   利   息

支    出

常   利   益

別    不J    益

定 資 産 売 却 益

資 有 価 証 券 売 却 益

別   損   失

定 資 産 除 却 損
ル フ等 会 員 権 売 却 損

引 前 当 期 純 利 益

人税、住民税及び 11業税

人 税 等 lil準 額

期  純  利  益

16,644,461

6.195,300

千 円 千 円

22,839,762

18.659,691

13,868,400

4.791.291

2,776,061

1.404.009 4,180,070

2,798,555

37,187

20,434

1,381,515

57,622

1,750

1,656

94

364

000

2

12

1,437,387

14,364

4.210

3,200

1、 010

11447,541

450,155
△8】 024

1,005,409

評価.擁算差額等

益
金
計

余
利
剰
合

株主資本
△
ロ

そ の 他
有価証券
評価差額金

産
計

資純
合

130Б0513 25,437 13 075 950

△ 548 000 △ 548000 0 △ 548000
1 005 409 1 005 409 0 1_005409

0 0 11 600 11600
457 409 457 409 11 600 469.010

lR 107 9″ , lR 昂∩7 17 0RR



個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
1)有価証券の評価基準および評価方法
関係会社株式   移動平均法による原価法
その他イ∫価 !正券
・市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格管に基づく時価法 (評価丼額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は 移動平均法によ

り算定)

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2)棚多「資産の評価基準および評価方法

未成工事支出金   11別法による原価法

材料・貯蔵品    移ヲJ平均法による原価法
上記棚卸資産の貸借対貝く表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しております。
3)固定資産の減価償却の方法
有形阿定資産 定率法

ただし、1998年 4月 1日 以降に取得した建物
および2016年 4月 1日 以降に取得した建物附
属設備ならびに構築物については、定額法に

よっております。
なお、2019年 7月 1日 に吸収合併した太平洋
シール ドメカニクス株式会社から承継した有

形 l卜

とti定資産についても定額法によっておりま

す。
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産については、 リース期間定額法
を採用しております。

無形 llll定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期1用 (5年)に基づく
定額法によっております。

長期前払費用 定額法
4)重要など1当 金の「i,上方法

貸倒 ]1当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

憤権については過去の実績による必要額をi計

上し、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当
lf来年度末受注工事のうち換失の発生が見込
まれ、かつ、その金額を合理的に見積もるこ

とができる工 1手 について、禎失見込額を計上
しております。

賞 与 ]1当 金 従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見
込額のうち、当チ町111額 を,討

‐
上しております。
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退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、当期末
およ鶴鵬年金費用 における退職給付イ☆務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期1削帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっ
ております。

②数ユlll計算上のχ興の処理方法

数理討教理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間 (13年 )

による定額法により、翌年度より費用処理

する事とします。

役ケt退職忠労ぢ当金 役員の選職慰労金の支給に備えるため、内規
に基づき、当期末における要支給額を計上し

ております。
5)収益及び費用の計上基準

当社は、「地盤改良事業J、 「固化材販売事業J、 「MI事業J

および『シール ド事業Jを主な事業としております。
地盤改良事業では、顧客との契約において受注した工事に

ついて、施工して引渡す義務を負っており、原則すべてのエ

事について履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり

収益を認i哉 しております。なお、履行義務の充足に係る進捗
度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行ってお

ります。

固化材販売事業、MI事業およびシール ド事業における物
品販売については、物品の検収時点において願客が当該物汗I

に対する支配を獲得することから履行義務が充足されると判

断しており、当該物品の検収時点で収益を認識しております。
なお、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な

取扱いを適用し、一部の国内取引においては、物品の出荷時
から顧客が当該物∴,1に対する支配を獲得するまでのサU!1用 が通

常の期間である場合は出荷時点で収益を認識しております。

当社が当事者として取引を行っている場合には、顧客から

受け取る対価の総額で収益を表示しております。当社が第二

者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客か

ら受け取る対価の総額から第二者のために卜1収 した金額を差
し引いた手数料の額で収益を表示しております。
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2.貸借対照表に関する注記
1)関係会社に対する金銭憤権、金銭Ti務

短期金銭債権

短期金銭ぽi務

2)有形固定資産の減価償却累計額

3.損益計算書に関する注記

1)関係会社との取引高

営  業  取  引

売    上   高

仕   入    高

販売費及び一般管理費

4.株主資本等変動計算書に関する注記

1)当 事業年度末現在の自己株式数

該当事項はありません。

5.税効果会計に関する注記

線延税金資産の主な発生の原因は、

引当金の否認等であります。

6.関連当事者との取引に関する注記

紺会|と

15,549千 円
1,307,428千 円

7,148,403千 円

10,468千 円

2,744,869千 円

95,916千 円

賞与引当金、退職給付

(lit十 立:子 μI)

うと弟会li午 ('卜 fi l「 rl)

種 類 会社等の名称

註洪糀等の

所有 (枕所

イll側今

関連14可i4
との関係

取じ‖対容
取」1金額

(|と 4)
科 H サ叫木残高

親会|[の

子会社

ティーシートレー

ディング株式会社

各Ⅳ材料の

hll大

材料のlll大

(た 1)
910,590

支払手形 313016

H‖金 127672

正可i末払金 89724

各種材料の

阪売

材料のllズ売
142,780

受取手形 9.992

売掛金 48,708

縦会社の

子会社

大半洋フィナン
シャル デンド
アカウンティン
グ株とヽ会社

グルーブ金

融制度によ

る資金遷用

資金の貸付 8,500,000 側係会|1糠 |′t｀ 9,000,000

受取利思
fユ|:3)

34,777
その他の流
菫むモtlY

7,126

取引条件および取引条件の決定方針等
(注 1)イ lli格 その他の取引条件は、市場1朽格をμヅ」索して決定しております。

(注 2)取引金額には消費税等を含めておりません。則木残高には消費税

等を含めております。

(ン と3)貸付利率については、市場金利をμプ」案して決定しております。

(注 4)資金の貸付に係る取引金額は、

"J中

の平均残高を記ilえ しております。
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種
工
rl 会社等の名称

議決権器の

所ギ丁(被所

存)割合

関連
｀
イ

'1イとの関係
収ぢ内容

取ぢ1金頼

(11:4)
科 H 期木

'丈

高

親会社
大辛洋セメント

株式会社
950%

セメント系旧化

ll他材料の時六
材料の購人 2,661,759

)1,降 352,773

に1三共ll、金 910,135

各種l′l料の

阪光
Ⅲ′l料の販売 3.168

売1掛金 98

米収入金 1111



7.1株 当たり情報に関する注記
1)1株当たり純資産        169,312円 01銭

2)1株 当たり当期純利益       12,567円 62銭
当社は、2022年 11月 13日 付で株式1株につき10株の株式分割を行って

おります。当該株式分制については、W々事業年度の畑滸に株式分割が
行われたと仮定して1株当たりの当期純利益を算定しております。

8.収益認識に関する注記

(収益を理解するための基礎 となる情報)

連結計算書類「注記事項 (収益認識に関する注記)Jに 同
一の内容を記載 しているため、注記を省略 しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 (謄本)
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独立監査人の監査報告書
2023Fti 5,J2211

小野田ケ ミコ株式会社

取締役会 御中

イ」限責任 あず さ略査法人

奨場a絆糊
佐
賛

公認会計「 櫻田 寛子 印

監査意見
当監介法人は、会社法第444条第 4げ1の規定に塊ζづき、小野

田ケミコ株式会社の2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 までの

連絡会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、運結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の進群11計算洋類が、我が口において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小野田ケ
ミコ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示 しているものと認める。

略査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監介法人は、我が国における職業倫}l11に

関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。

経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を略机することに
ある。

当監査法人の運結計算書類に対する監査意見の対象にはその

他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の
記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相連があるかどうか検i討すること、また、そのようなlTI

要な相進以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ



とが求められている。その他の記載内容に関して、当監査法人
が報riすべき事ヴiは ない。

連結計算書類に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は諜謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前

提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我がI吋 において一般 |こ 公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継統企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と

しての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な燒偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から進結計算ド,理〔に対するな兄を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は諜謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
晴査人は、我が1可 において一般に公正妥当と認められる略査

の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価す

る。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。V争査手続の選択及び道川は暗谷人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。
連絡計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、監査人は、リスクi評価の
実施に際して、状況に応じた迪切な監介手統を立案するため
に、監査に「文骨連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並び
に経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事ブfの妥当性を評価する。

・経営者が継統企業を前提として迎結計算書類を作成すること
が適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継繊企業の前提にI対 する重要な不確実性がす認められる場
合は、監介報ri fllに おいて連布4市 rttittttの 注記事オfに 注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する運結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、運結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報ri,と 1日 までに入手した略査I証1足几にジ!単づいているが、将
来のill象 や状況により、企業は継統企業として存統できなく
なる可能性がある。

・連絡計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
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かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、
構成及び内容、並びに進結:計算書類が坊こ礎となる取引や会i計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び運結
子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監介人は、連結計算書類の階査に関する指示、監督およ
び実施に関して責任がある。畦査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
略査上のlTl要 な発見事募i、 及び皓査の基準で求められているそ
の他の事riについて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 (謄本)
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独立監査人の監査報告書
2023イ ii 5ナ 122「 I

小野田ケ ミコ株式会社

取締役会 御中

有限責任あずさ呼†査法人

里▼ 瑠帝μlL餐
公認会計任 櫻‖I党 r印

監査意見
当略査法人は、会社法第436条第2項第 1をの規定に

'1こ

づき、
小野田ケミコ株式会社の2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 ま
での第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書 (以下「計算書類等Jと いう)について監査を行った。
当略介法人は、上il己 の計算書類が、我がI可 において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該決算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が間において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監
査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任J

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ通切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他のII己載内容
その他のllE載 内容は、事業報fli及 びその附属りJ細 詩である。

経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他
の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監TIに おける当監査法人のどこ任は、その他のll己

載内容を通誘し、通読の過程において、その他の記載内容と計
算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
川I連以外にその他の l己載内容に重兵'な誤りの兆候があるかどう
か注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に
重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ
とが求められている。



その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項は
ない。

計算書類等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又はIJti謬 によるlTl要 な虚イ/ぅ表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するにきたり、経営者は、継続企業の前提

に基づき決算書類等を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が旧において一般に公正妥当とI;きめられる企業会I汁の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と

しての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から言,第 iキ穎等に対するなうとを表印け ることにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可含静陛があり、個別
に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性が有ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

のプ̀
悠

4!に従って、監査の過程を通じて、職業的専I“ I家 としての
判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価す
る。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立実
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表り」の)f撃礎となる十分かつ適切な監介〔証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監企手統を立案するために、
略査に肉逃する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並び
に経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継統企業を前提としてI三十算「|`好1等 を作成することが
道切であるかどうか、また、入手した略介,証拠に九(づ き、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報fと ,■ において:計 算i筆好i等の注「i己 奪r項 に注意を喚起
すること、又はlTf要な不確実性に関するI計 算i4好t等の注:E■

項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継統企業として存統できなくなる可
能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
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成及び内容、受びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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監査役監査報告書 (謄本)
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監 査 報 告 書

私たち監査役は、2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 までの
第40期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。そ
の方法および結果について以下のとおり報ffいたします。

1 監査の方法およびその内容
各監査役は、取締役、その他使用人等と意思疎通を図り、情報

の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監 r卜 を実施しました。
①取締役会その他の重要な会議に出所fし、取締役および使川

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を関覧し、本社およ
び主要な事業所において業務および財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役およ
び略介役等とな思疎道および情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実
施しているかを監祝および検証するとともに、会計監査人
からその職務の l丸 行状況について報告を受け、必

'ス

fに 応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制J(会社計算
規則第131条 各号に掲げる事項)を 「監査に関する品質管
理基準J(2005年 10月 28日 企業会計審議含)等に従って整
す1し ている旨の逆知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書、計算書類 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動:計算i:,お よび11別注:遭表およびその附属明細洋並びに運紺i

計算書類 (連結貸借対照表、連結損益計算書、運結株主資本等
変動計算書および連結注記表)について検討いたしました。

2 監査の結果
(1)車業報↑i等 の監介糸4果
①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従

い、会社の状況を正しく示していると認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若し

くは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2光計算洋数およびその附属け〕細ギ|の略介結果

会計監査人あずさ監査法人の監査の方法および結果は相
当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人あずさ監査法人の監査の方法および結果は相

当であると認めます。

2023年 6月 1日

常[rr役 ●権勤)森
Ч:査役    大困

公一 ③
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